
企業様の実質
負担は約1割！

寄附が地域社会貢献となり、

企業のCSR活動やブランディ

ングに繋がります。

社会貢献活動

＼メリット１／

寄附をきっかけに、地域課題の

解決に向けた連携の可能性が広

がります。

パートナーシップの構築

＼メリット２／

一定の条件下で法人関係税控除

などの税制優遇措置を受けら

れ、節税に繋がります。

税制上の優遇措置

＼メリット３／

鏡野町ってこんなところ
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で鏡野町をで鏡野町を
応援してください！応援してください！

で鏡野町を
応援してください！

企業版企業版
ふるさと納税ふるさと納税
企業版

ふるさと納税

企業版ふるさと納税（地⽅創⽣応援税制）とは国が総合戦略に基づく
「地域再⽣計画」として認定した取り組みに対して寄附を⾏った場
合、通常の損⾦算⼊による軽減効果と合わせて、税額控除により、寄
附額の最⼤９割が軽減される制度です。

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）とは国が総合戦略に基づく
「地域再生計画」として認定した取り組みに対して寄附を行った場
合、通常の損金算入による軽減効果と合わせて、税額控除により、寄
附額の最大９割が軽減される制度です。

�鏡野町は岡⼭県の県北に位置し、北は⿃取県に隣接する
約12，000⼈のまちです。
特産品は姫とうがらし、ひらめ(あまご）、フルーツなど
で、観光資源は奥津湖、温泉、キャンプ場、スキー場な
ど⾃然体験がたくさん楽しめるまちです。

 鏡野町は岡山県の県北に位置し、北は鳥取県に隣接する
約12，000人のまちです。
特産品は姫とうがらし、ひらめ(あまご）、フルーツなど
で、観光資源は奥津湖、温泉、キャンプ場、スキー場な
ど自然体験がたくさん楽しめるまちです。

企業版ふるさと納税とは

・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
・本社が鏡野町外にある企業が対象となります
・寄附を⾏うことの⾒返りに、経済的な利益を受けることは禁⽌されて
 います。

・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
・本社が鏡野町外にある企業が対象となります
・寄附を行うことの⾒返りに、経済的な利益を受けることは禁⽌されて
　います。

＼軽減効果最大約９割／

約３割 最大６割 約１割
損金算入による軽減効果

国税＋地方税
法人関係税（法人住民税＋法人税、法人事業税）からの税額控除

企業負担



寄附のベネフィット寄附のベネフィット寄附のベネフィット
ホームページへの掲載ホームページへの掲載ホームページへの掲載
町広報紙への掲載町広報紙への掲載町広報紙への掲載
感謝状贈呈式感謝状贈呈式感謝状贈呈式
プレスリリースプレスリリースプレスリリース

寄附する事業を確認の上

寄附申出書を提出してください。

寄附する事業を確認の上

寄附申出書を提出してください。

担当より連絡させていただきます。

寄附金の払込みをお願いします。

担当より連絡させていただきます。

寄附金の払込みをお願いします。

若者の地元定着や子育て支

援、保育・教育の質の向上、

子育て世代が活躍できる環境

の整備を進め、結婚、妊娠・

出産・子育ての希望がかなう

環境づくりを推進します。

若者・子育て世代に選ばれる
まちづくり事業

＼寄附活用事業１／

農林水産業、観光など地域の

魅力を活かして仕事を増や

し、安心して働き続けられる

まちを目指します。

地域全体の元気とにぎわいを

推進します。

寄 附 に つ い て の お 問 合 せ ・ 申 込 先寄 附 に つ い て の お 問 合 せ ・ 申 込 先寄 附 に つ い て の お 問 合 せ ・ 申 込 先

鏡野町役場　総合政策室鏡野町役場　総合政策室鏡野町役場　総合政策室
☎☎☎：0868-54-2983：0868-54-2983：0868-54-2983

岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地

安定した雇用を創出する事業

＼寄附活用事業２／

移住・定住促進の取り組みを

進めるとともに、移住者がま

ちとさまざまなな形で関わる

機会を増やすことで、「人を

呼び込むまち」を目指しま

す。

つながりを築き、　　　　　　
人を呼び込む事業

＼寄附活用事業３／

教育・医療・福祉・交通・防

災・環境などの生活基盤を整

え、将来にわたり「誰もが安

心して暮らし続けられるま

ち」を目指します。

住み続けたい　　　　　　　
魅力あるまちをつくる事業

＼寄附活用事業４／

FAX：0868-54-2988FAX：0868-54-2988FAX：0868-54-2988

企業版ふるさと納税を活用する事業企業版ふるさと納税を活用する事業企業版ふるさと納税を活用する事業

地方創生の取組に
活用いたします

寄 附 の 流 れ寄 附 の 流 れ寄 附 の 流 れ

寄附の申し出 申告の手続き

交付する受領証により申告手続き

をお願いします。

交付する受領証により申告手続き

をお願いします。

＜事業例＞

・若者の地元就職･定着促進事業

・育児用品助成事業

・こうのとり支援事業

・こども第三の居場所づくり事業

＜事業例＞

・企業者支援事業

・林業就業者支援事業

・ふるさと就職奨励金事業

・観光振興事業

＜事業例＞

・ICT教育環境整備事業

・見守りシステム整備事業

・病院整備事業

・田舎暮らし体験事業

＜事業例＞

・田舎暮らし体験事業

・定住促進事業

・観光振興事業

・地域活性化支援事業

〒708ｰ0392〒708ｰ0392〒708ｰ0392

寄附金の払込み
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